
 

 

 

 
 
 
今年は、７月～１１月の毎月第２・第４土曜日に開催すること

で決定した「飛騨街道 天領朝市」。その第１回目を７月１３

日（土）に開催しました。 

第１回目となるこの日は、 

下呂市民吹奏楽団の皆さん 

によるファンファーレでス 

タート。引き続き、十六館 

において、夏の朝を元気よ 

く過ごしていただけるよう、おなじみの曲を披露していただき

ました。 

またこの日は、下呂警察署によりパトカーとミニ白バイを展示

していただき、子どもたちは子ども用の警察官の服を来て、う

れしそうに記念写真を撮っていました。 

さらに岐阜県交通安全協会のイメージキャラクター「こあんち

ゃん」が来場。協会のみなさんと「交通安全グッズ」の配布と

交通安全のＰＲに活躍してくれました。 

初めての土曜日開催でしたが、 

天候にも恵まれ、楽しみにさ 

れていた多くのお客様にお越 

しいただくことができました。 

１１月２３日までの毎月第２ 

・第４土曜日開催する予定で

す。会員の皆さまにおかれましても、ぜひ一度お客様として来

場していただきたいと思います。また会員の皆さまで、「ぜひ 

出店してみたい！」と思われる方は、お気軽に商工会にご相談

ください。 

 

 

 
 

現在、新型コロナが全国的に拡大しており、岐阜県においても、

６月初旬以降、感染者数が増加し始め、特に７月に入ってから

急増しています。こうした状況を受け、岐阜県感染症対策推進

課より、県民の皆さんに向けた感染症拡大に対する警戒をお願

いするメッセージも発出されました。 

今年は大変厳しい暑さが続き、エアコンの効いた閉め切った部

屋で過ごされることも多く、換気が不充分になりがちになると

思われます。 

新型コロナは、ただの風邪ではありません。若い方でも高熱や

激しいのどの痛みが生じるほか、後遺症のリスクもあり、感染

すれば日常生活に大きく影響します。 

皆さんの夏の予定を台無しにしないため 

に、また、高齢者などハイリスクの方を 

命の危険から守るために、定期的な換気 

やこまめな手洗い、マスクの着用といった基本的な感染対策に

心がけてください。 

 

 

 
 

「熱中症」とは、「高温多湿な環境に長時間いることで、体温

調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態」を

指します。（厚生労働省のホームページより） 

 ○熱中症になる主な要因は・・・。 

    （１）蒸し暑さ    

（２）暑さに慣れていない 

    （３）水分・塩分の不足    

（４）長時間連続作業 

○応急手当と水道水散布法 

  Ⅰ度（軽度）：意識ははっきりしているが、めまい・立ち

くらみ等の症状 

    ⇒ 冷所に移動し安静にして、身体を冷し水分・塩分

の補給（１人にさせない） 

  Ⅱ度（中等度）：頭痛や吐き気、倦怠感等の症状 

    ⇒ 医療機関を受診（状況のわかる人が医療機関に同

行） 

  Ⅲ度（重症）：意識障害、けいれん発作、高体温等の症状 

    ⇒ 救急車要請（救急車が到着するまでの間、作業着

を脱がせ、水をかけ身体冷却） 

 ○暑熱順化（夏の暑さに身体を慣らすこと） 

  入職したての人、長期休暇明けの人は要注意。 

  暑さに身体が慣れても数日間職場を離れると効果は消滅 

する。 

 ○水分・塩分同時補給 

  のどが渇いたと思った時にはすでに脱水状態が始まって 

いることがある。のどが渇く前にこまめに水分補 

給することが大切。 

   ※手の甲の皮膚をつまみ上げて放し、もと 

に戻るのに２秒以上かかれば「脱水」の 

疑いあり。 

 ○プレクーリング（あらかじめ体温を下げておき、 

作業中に体温が上がるのを緩やかにする） 

    ①身体の外部から冷やす（足を冷す、冷房等） 

    ②身体の内部から冷やす（アイススラリーを飲む等） 

 ○健康管理 

  管理者：現場パトロール中に作業員に声をかけ、健康状態

を確認する。 

  作業者：単独行動を避け、声を掛け合う・こまめな水分（塩

分）補給 

  参考：厚生労働省ホームページ「働く人の今すぐ使える熱 

中症ガイド」 

まだまだ厳しい暑さが続きますが、職場における熱中症対策を

積極的に推進してください。 

※厚生労働省熱中症ガイドは 

こちらから ⇒  
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裏面につづきます。 

迷ったら積極的な方を選ぶ。自分が動けば、自分が変わる。人生が変わる。  流 音弥（作家） 

 

 



 

 

 

「地震」「台風等による風水害・洪水・停電・土砂災害」「新型 

コロナウイルス感染症等の感染症」・・・このような予期せぬ 

災害などに企業が直面した際に、事業活動を継続し、適切に回 

復するための能力、これが「事業継続力」です。 

万が一の災害にあった場合、どのよう 

な影響を受けるのでしょうか？ 

「生産・サービスの停止」「データの 

喪失」「顧客・取引先との信頼喪失」 

「従業員の安全問題」「金銭的喪失」 

など、その影響は計り知れません。そこで安定した経営を続け 

るために、事業継続力について考えてみませんか。“いのち” 

と“事業”を守るための「事業所版の防災計画」作成のための 

セミナーの開催が決まりました。 

☆ 開催日時：令和６年９月２４日（火）午後２時～ 

☆ 開催場所：星雲会館 

今年のような異常とも言える気候が続く中、いつ発生するかわ

からない自然災害、未だに影響が続く感染症など、決して他人

事ではありません。ぜひこの機会に「事業継続力強化計画」に

ついて学んでみてください。 

詳細案内については、商工会だより９月号とともにチラシを同 

封します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社を客観的に分析して見えるようになると、これから進む方 

向も捉えやすくなります。「いろいろ考えたいけど、なかなか 

じっくりと時間がとれないでいる。」という方、この時間をぜ 

ひご活用ください。 

  ☆テーマ 現状を知り、将来を考えるために 

強みや弱み、経営環境を分析する 

  ☆日 時 令和６年８月２６日（月）午後２時～ 

  ☆会 場 下呂市民会館３階 第２研修室 

  ☆講 師 中小企業診断士 鷲 見  暁 氏 

詳細・受講申し込みは、同封のチラシをごらんください。 

 

 

 

 

≪企業立地促進支援事業≫ 

○事業所等初期投資助成金 

 投下固定資産に係る評価額をもとに助成。 

○事業所等設置助成金 

 固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額をもとに 

助成。「事業所を新設する場合」と「事業所を増設または移 

設する場合」の２通りがある。 

○雇用促進助成金 

「事業所を新設する場合」と「事業所を増設 

または移設する場合」の２通りがあり、その際 

の新規雇用した事業者に対し助成。 

≪下呂市創業者支援事業≫ 

○創業者支援事業補助金 

 創業の促進、創業時の経営基盤の安定化を図る。特定創業支 

援等事業による支援証明書」が必要。 

≪下呂市空き店舗等活用事業≫ 

○空き店舗等活用事業補助金 

 空き店舗の有効利用を促進。賃借料・改修費が対象。 
 

ここで紹介したものは一部となります。また、雇用・雇用確保 

に関する支援策として、下記のようなものがあります。 

○地元高校就職者奨励金  ○下呂市就職奨励金 

○下呂市求人情報発信事業補助金 

○Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進家賃助成事業 

○移住促進住宅購入費等助成事業  

○下呂市Ｕターンおかえり奨励金 

詳細等については、下呂市のホームページにてご確認ください。 

 

 

 

 

小規模事業者の皆さまを支援する「商工会」「商工会議所」だ

けの融資制度です。無担保・無保証人・低金利で利用できるこ

とが特徴です。 
 

※新型コロナウイルス感染症への対策として通常 

枠とは別枠での取扱いもあります。 

※下呂市による利子補給制度もあります。（償還開 

始日から12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

お気軽にご相談ください。まずはお電話を！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金使途 運転資金 設備資金 

融資限度額        ２，０００万円 

返済期間 ７年以内（据置期間１年） １０年以内（据置期間２年） 

利  率 年１．４５％（令和６年７月１日現在） 

今年も大いに盛り上がりましょう！ 「第３６回商工祭」 
令和６年度の「萩原町商工会 商工祭」は、９月７日（土）に開

催することになりました。毎年、大変多くのお客様にご来場いた

だいており、今年も総務委員会を中心に準備を進めています。 

先般、会員の皆さま方には、出店・出展の案内並びに協賛金の

ご協力依頼の案内をお送りさせていただきました。 

ぜひご協力いただきますようお願いするとともに、出店等を希望

される事業所はお早めにご連絡ください。 


